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茨城県の治安概況
１ 刑法犯の認知・検挙状況 (4) 高齢者虐待事案の認知・検挙・通報状況

２ 人身安全関連事案の認知・検挙等の状況
(1) ストーカー事案の認知・検挙・警告状況 ３ ニセ電話詐欺の認知・検挙・被害額状況

(2) ＤＶ事案の認知・検挙・保護命令状況 ４ 交通事故の発生状況

(3) 児童虐待事案の通告・検挙状況 ５ 飲酒運転の取締り・飲酒運転による事故の発生状況

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04
通告人員 207 330 317 739 906 1,237 1,550 1,687 1,817 1,692
検挙件数 4 23 33 42 30 66 58 42 33 38
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H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04
認知件数 1,427 1,637 1,763 1,798 1,951 2,227 2,421 2,451 2,704 2,638
検挙件数 55 272 509 476 427 433 342 222 210 341
保護命令件数 50 47 45 24 29 28 26 18 23 28
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H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04
認知件数 428 380 475 519 526 462 421 475 492 396
指導警告件数 211 163 172 138 156 173 190 224 307 211
検挙件数 26 30 67 59 41 33 37 46 55 41
文書警告件数 17 67 186 145 93 66 13 17 11 6
禁止命令件数 1 5 13 11 32 33 50 66 66 46
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H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04
認知件数 127 202 201 267 304 418 438 477 487 476
通報人員 109 190 194 238 267 373 396 432 442 448
検挙件数 4 40 80 78 71 90 74 66 45 58
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H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04
認知件数(件) 290 301 404 428 340 364 376 306 259 254
検挙件数 57 47 45 47 73 104 157 121 98 68
検挙人員 32 24 48 52 60 61 56 44 35 36
被害額(千円) 1,659,505 1,436,759 1,229,232 978,867 574,139 524,650 633,133 550,224 476,843 466,127
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H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04
死者数 163 132 140 150 143 122 107 84 80 91
高齢者死者数 103 60 69 73 80 65 65 52 46 50
発生件数 13,279 12,534 11,613 10,455 9,679 8,682 7,447 6,049 5,929 6,271
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H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04
飲酒運転事故発生件数 172 166 136 138 152 118 107 68 65 77
飲酒運転取締り検挙件数 1,307 1,203 887 1,290 2,345 2,190 1,553 1,237 977 908
飲酒運転事故死者数 6 13 14 24 16 6 7 4 10 6
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H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04
認知件数 35,055 30,502 29,085 26,607 24,809 22,550 20,312 16,301 14,277 15,986
検挙件数 9,820 9,646 8,896 9,216 8,067 8,181 7,286 6,182 5,833 4,988
検挙人員 4,809 5,068 5,141 4,873 4,909 4,237 3,562 3,311 3,107 3,207
検挙率 28 32 31 35 33 36 36 38 41 31
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R04.5 R05.5
認知件数 5,632 7,801
検挙件数 1,886 2,456
検挙人員 1,198 1,475
検挙率 33.5 31.5
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禁止命令件数 19 24
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通告人員 713 793
検挙件数 6 18
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茨城県警察の重点施策・推進状況

３ 住宅侵⼊窃盗防⽌対策

２
令和５年６月1 6日

２ ニセ電話詐欺防⽌対策

茨城県警察本部

巡回連絡を活用した高齢者総合安全対策の推進
〜巡回連絡による⼀対⼀での⾯接活動で県⺠との信頼関係を構築〜

【事件・事故、災害の具体的被害状況の教示】
○ 自分は騙されないと思っている人が電話に出てニセ電話詐欺グループに騙されている
○ 令和４年中の住宅対象侵⼊窃盗のうち、無施錠被害が約４割
○ 令和４年中の夜間における歩⾏中死者数23人中、反射材着用者は０人
○ 大雨等の災害では、自分は被害に遭わないというバイアスにより逃げ遅れる可能性がある

【事件・事故、災害に対する具体的対策の働き掛け】
①ニセ電話詐欺

防⽌対策
②住宅侵⼊窃盗

防⽌対策

留守番電話
機能の設定

常時施錠の習
慣付け、フィ
ルムの貼付

③歩⾏者事故
防⽌対策

④災害被害
防⽌対策

夜⾏反射材
の着用

近隣住⺠と連
携した早期避
難

５ 県⺠の適正な避難等・防災意識向上対策

４ 歩⾏者事故防⽌対策

(1) 住宅侵⼊窃盗の特徴
・ 昨年中、県内の住宅侵⼊窃盗認知件数1,004件

犯罪率（⼈⼝当たりの認知件数）全国ワースト
・ うち、437件（約43％）が無施錠で被害

(2) 常時施錠の習慣付けと防犯フィルム貼付などによる窓ガラスの強化
・ 外出時はもちろん、就寝時や在宅時も「鍵かけの徹底」を呼びかけ
・ 防犯フィルムの貼付や補助錠による窓ガラスの強化を呼びかけ

１ 茨城県警察防犯アプリ「いばらきポリス」の利用促進

(1) 災害時の避難をめぐる特徴
・「これまで災害に遭っていない」「近隣住⺠も避難していない」等の意識

(2) 自主防災組織・防災リーダーとの連携
・ 各地域の組織やリーダーに「早期の自主避難」を働き掛け

(3) 近隣住⺠同⼠が連携した早期避難
・ 防災意識向上を⽬的とした防災講話の実施

(4) 災害等緊急事態に備えた指導・支援の強化
・ 警察署への指導、⽀援を強化 〜豪⾬災害を想定した⾈艇による救出救助訓練等

(1) ニセ電話詐欺被害の特徴
令和５年5⽉末の県内のニセ電話詐欺事件被害は95件
うち、固定電話への架電が端緒となったケースは46件
高齢者（65歳以上）のニセ電話詐欺被害は65件

(2) 留守番電話機能の設定
令和５年６⽉１⽇以降、高齢者世帯約53万世帯全てに巡回連絡

を実施、警察官が訪問先の固定電話を常時留守番電話に設定して
犯⼈からの電話を受けないための対策を推進

留守番電話設定状況

(1) 死亡事故の特徴
･ 昨年中の死亡事故全体では「前⽅不注意」が約３０％
を占め、全国平均の約１．２倍
･ 平成３０年以降、歩⾏者死亡事故の最⼤原因は

｢前⽅不注意｣で、夜間５４％、昼間２５％を占める
(2) 夜間の対策〜反射材の貼付活動

･ 高齢者に反射材の有効性を説明し、反射材を直接貼付
(3) 昼間の対策〜横断歩⾏者妨害の取締りの徹底

･ 本年５⽉末現在、１，３６１件を検挙
（過去10年間平均の約3倍）

(4) 道路交通環境の改善〜⽌まりやすい横断歩道対策
･ 道路管理者と連携し坂道の横断歩道対策を実施
･ 減速を促す強調道路表⽰、横断歩道のカラー表⽰

(5) 飲酒運転の取締りの徹底等
･ 本年5⽉末現在、３４７件検挙(昨年同期とほぼ同数)
･ 県内全運転代⾏業者(３３２社)に｢⽬的地までの確実
な搬送｣チラシを配布

(1) 特徴
本年３⽉１⽇から新たに運⽤を開始した
スマートフォン向け防犯アプリ
周辺の犯罪発⽣状況や不審者情報などを地図上で
確認したり、「ひばりくん防犯メール」で事件
事故等に関する情報を受信することができる

(2) ダウンロード数
本年５⽉末現在、約28,000件

茨城県警察防犯アプリ
い ば ら き ポ リ ス

iOS端末 android端末
（iPhone等）

登録⽤二次元コード



警察組織を支える人材の確保について

３
令和５年６月1 6日

１ 警察官採用情勢

３ サイバー犯罪捜査官の募集

(1) 警察官採用試験の受験者数等の推移

(2) 令和５年度警察官採用試験（第１回）の実施状況
受験申込者数 461⼈（前年⽐－130）
受験者数 360⼈(受験率78.1％）

(2) リアル空間での採用活動

(3) ＳＮＳ等による情報発信の強化

(1) サイバー犯罪捜査官採用選考の実施

(2) 広報対策

茨 城 県 警 察 本 部

○ 全職員が「リクルーター」
○ 採用キャッチコピー「本気で挑む」○

オープンキャンパス試験セミナー 業務体験

「カミナリ」体験動画 ⽔⼾駅前ビジョンTwitter投稿

(1) 警察官採用区分「職務経験」の新設等
・ 基礎能⼒検査（SPI)を導⼊
・ ⺠間企業、団体、国・地⽅公共団体等における職務経験を

５年以上有する者が対象
・ このほか

受験者の利便性を考慮した試験会場の変更（⽔⼾、つくば、取⼿）
受験年齢上限引き上げ（35歳未満まで）

を実施

【受付】

電子申請

※一人目の申込日を基準に
以降の日程を決定

２
か
月

【考査】

基礎能力検査

論文考査

身体・適性・口述

１
か
月

【最終合格発表】
【採用】

※令和６年４月１日までに
採用

○ サイバー犯罪捜査官採用キャッチコピー
「求む！サイバー捜査のプロフェッショナル」○

２ 人材確保に向けた取組
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住宅侵⼊窃盗の被害現状と抑⽌対策

４ 具体的対策

４
令和５年６月1 6日

２ 手口

(1) 常時施錠の習慣付け
・ 約４割は「無施錠」での被害
・ 鍵掛けは、⼿間や費⽤を掛けず、誰もが実⾏可能な防犯の基本

(2) 窓ガラスの強化
・ 約５割は「ガラス破り」での被害
・ 侵⼊に５分以上掛かると、約７割が侵⼊を諦める
・ 防犯フィルムや補助錠を使⽤し、侵⼊に掛かる時間を引き延ばす

(3) 屋外の防犯環境の強化
・ 「防犯砂利（⾳）」「センサーライト（光）」「防犯カメラ（監

視の⽬）」を設置することで、狙われにくい環境をつくる

(1) 防犯指導
・ 巡回連絡の際、防犯チラシを使⽤して具体的な防犯指導を実施
・ 警察官が現状と対策を直接働き掛けることで、県⺠の防犯意識を

高め、自主的な防犯⾏動を促進

(2) 情報発信
・ 被害の現状と具体的対策による効果や好事例について

防犯アプリ「いばらきポリス」による情報発信
マスメディアへの積極的な広報など

により周知

(1) 主な機能
・ 周辺の「犯罪」「不審者」「交通事故」の各情報をマップ上に表⽰
・ アプリ内で「ひばりくん防犯メール」「県警ホームページ」「公式SNS」を閲覧
・ 防犯ブザーや痴漢撃退機能、パトロール⽀援機能など

(2) 利用者の特徴
・ ５⽉末のダウンロード数は約28,000件
・ 利⽤者は40〜60代が約半数を占める

(3) 利用促進に向けた取組
・ あらゆる警察活動や各種イベント等を通じた周知活動
・ 市町村や学校等への働き掛け
・ ⺠間団体・企業等と連携した利⽤促進活動

茨 城 県 警 察 本 部

住宅侵⼊窃盗の被害現状と抑⽌対策

６ 防犯アプリ「いばらきポリス」の利用促進

○ 令和５年５⽉末の認知件数517件
○ 犯罪率（人口当たりの認知件数） 全国ワースト

５ 具体的な対策を浸透させるための取組

１ 認知件数の推移

前年に⽐べ
全ての⼿⼝が増加

３ 侵⼊手段

(1) 手口別発生状況 (2) 手口別割合

約７割が
空き巣の被害

(1) 侵⼊手段別 (2) 侵⼊口

「鍵掛けだけ」で
被害を防ぐことは
できない 窓ガラスの強化

【防犯チラシ】

【イベントでの周知活動】

防犯の基本
「鍵掛け」が徹底
されていない

「鍵掛け」の徹底

防犯フィルム

補助錠

空き巣 家人などが不在の住宅に侵入し、金品を窃取するもの
忍込み 夜間、家人などが就寝中の住宅に侵入し、金品を窃取するもの
居空き 家人などが在宅中に隙を見て侵入し、金品を窃取するもの

H25 R4 減少率

茨城 2,569 1,004 60%

全国 57,821 15,692 72%

減少率（茨城・全国）

○ 認知件数は過去10年間で６割減少
○ 全国と⽐べて減少率が⼩さく、犯罪率は高⽔準で推移
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H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R4.5 R5.5
茨城 2,569 2,169 2,294 2,102 2,147 1,984 1,458 1,185 1,107 1,004 347 517

犯罪率 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

ガラス破り

69%

無施錠
28%

その他

3%
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(1)  パトロールによる⽔難危険箇所の警戒
ヘッドランド、⽔難事故発⽣場所等の警戒

(2)  広報啓発活動の推進
チラシの作成・配布、あらゆる広報媒体の活⽤、

防犯講話等における危険性の周知
(3)  関係機関と連携した対策の推進

・ 県、茨城海上保安部、消防等との連携
・ 合同パトロールや⽔難救助訓練の実施

(4)  迅速な事案対応
事案発⽣時における迅速な対応、捜索、救助体制

の構築、⼈命救助の実施

○ 巡回連絡を活用した高齢者総合安全対策の推進 ○ 夏期における水難事故防⽌対策

５
令和５年６月1 6日

(1) ⽔難事故発⽣件数（過去）

茨城県警察本部

● 犯罪被害者や交通事故の当事者となりやすい65歳以上の高齢者
が居住する家庭に対して巡回連絡を推進し、安全対策を図る

(1) 期間
令和５年６⽉１⽇から当⾯の間

(2)    活動⼈員
各署地域警察官等 約1,500⼈体制

(3) 対象世帯・⽬標
県内の高齢者世帯約53万世帯を年間で１巡

(1) 地域警察官が、高齢者宅を⼀軒⼀軒訪問
し、信頼関係を構築

(2) 発⽣状況や⼿⼝など具体的な数値を⽰し
ながら、丁寧に説明

(3) 具体的対策を直接指導

推進事項推進事項 １ 夏期（６⽉から８⽉）における水難事故発生状況（過去５年間）

(2)  ⽔難事故死者数（過去５年間）

２ 対策

【外国⼈向けチラシ】

１ 推進体制

２ 巡回連絡

(1) 交番や駐在所の地域警察官が、担当する
地域の家庭、事業所等を訪問

(2) 犯罪や事故防止についての必要な指導・
連絡や地域住⺠からの意⾒や要望を聴取

４ 期待される効果

(1)   信頼する警察官からの直接の指導等により、各対策が実践されやすく、
高齢者のディフェンス⼒向上に繋がる。

(2) 巡回連絡中の移動はパトロールとなるため、多くの制服警察官による
「⾒せる」活動ができ、犯罪の抑止、住⺠の安⼼感の醸成に繋がる。

３ 具体的な取組

(3) 場所別・⾏為別発⽣状況 (夏期合計83件中)

（年間合計173件 夏期合計83件） （年間合計79⼈ 夏期合計36⼈）

8 8 7 6 7

11 8 7 10 7

H30 R1 R2 R3 R4
夏期 夏期以外

17 16 9
25 16

18 14
15

20
23

H30 R1 R2 R3 R4
夏期 夏期以外

【警備艇「ときわ」】

海 57件
69%

川 20件
24%

水遊び

19件

水泳

12件

魚取り・釣り中

14件サーフィン, 1件

その他

11件

水遊び

8件

魚取り・釣り中

6件

その他

6件

湖沼池, 4件
5%

その他, 2件
2%
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オレオレ 預貯⾦ 架空料⾦ 融資保証⾦ 還付⾦ 詐欺盗 その他

令和４年中 27.6% 6.3% 24.4% 2.0% 16.1% 23.6% 0.0%

令和５年５⽉末 25.3% 3.2% 51.6% 2.1% 9.5% 8.4% 0.0%
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２ 手口別発生割合
○ 特徴

・ 昨年中の発⽣状況と⽐較すると⼿⼝が変遷（架空料⾦請求詐欺増→詐欺盗減）
→ 県⺠の⽅々に抵抗⼒を付けさせないよう犯⼈グループが短期間で⼿⼝を変えて

いる可能性

ニセ電話詐欺の現状と対策

６
令和５年６月1 6日

１ 認知件数・被害額

茨城県警察本部

○ 年齢・性別
・ 被害者の約７割が高齢者

→ 高齢者を中⼼に最新⼿⼝を周知させるとともに留守番電話設定で犯⼈からの電話
を直接受けないための対策を講じることが必要

３ 検挙件数・検挙人員

４ 被害者年齢・性別

○ 被害防⽌対策
・ 不審電話を防ぐ「留守番電話設定」の普及促進
・ 市町村や自治会等との連携による高齢者に配意した注意喚起
・ コンビニエンスストアとの連携による被害防止

→ 本年発⽣した架空料⾦請求49件中、電⼦マネー利⽤権を騙し取られたのは31件
○ 検挙対策

・ だまされた振り作戦や職務質問による受け⼦被疑者の検挙
・ 突き上げ捜査による詐欺集団の壊滅

○ 犯⾏ツール対策
・ 犯⾏に利⽤された預貯⾦⼝座等の即時凍結
・ 犯⾏電話番号の利⽤停止要請
・ ⼝座の不正譲渡や携帯電話の不正契約等の取締り

○ 手口別・年代別認知件数
・ オレオレ詐欺、詐欺盗では70歳代と80歳代の⼥性に被害が集中
・ 架空料⾦請求詐欺では幅広い年代で被害が発⽣しているが、特に70歳代の男性に

被害が集中
→ 被害に遭った70歳代の男性18名中14名がパソコンのウイルス除去費⽤名⽬

５ 対策

○ 認知件数・被害額の推移
・ 過去10年間では、認知件数被害額ともに減少傾向
・ 本年は前年と⽐較して認知件数、被害額ともに増加

→ 架空料⾦請求詐欺及びオレオレ詐欺の増加が主な要因

○ 検挙件数
27件（前年⽐︓＋13件）

○ 検挙人員
４名（前年⽐︓－２名）

【検挙件数】

検挙件数
約２倍に

【検挙⼈員】

【年齢・性別割合】 【⼿⼝別・年代別被害状況】

【ニセ電話詐欺防止マスコットキャラクター】
アクト・ジー（ACT-G）

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R4.5 R5.5

認知件数(件) 290 301 404 428 340 364 376 306 259 254 71 95

被害額(千円) 1,659,505 1,436,759 1,229,232 978,867 574,139 524,650 633,133 550,224 476,843 466,127 114,118 262,096
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(2) 夜間における歩⾏中死者の反射材着用状況（令和４年中）
死者２３人全員が反射材非着用

横断歩⾏者交通事故防⽌対策

２ 対策

７
令和5年6月1 6日

１ 自動⾞対歩⾏者の交通事故発生状況

(1) 信号機のない横断歩道における交通事故の現状
ア 交通事故発生状況

※ 発生件数はほぼ横ばいで推移。令和４年︓71件72人

イ 昼夜別交通事故原因（令和４年中）

・昼間における事故原因は、前⽅不注意等が９割を占める。
・夜間における反射材着用は１人（２％）で、非着用が４１人（９８％）と９割

以上を占める。

(1) 昼間における対策
横断歩⾏者等妨害等に対する更なる指導取締りの推進

ア 交通事故実態や取締要望等を踏まえた交通指導取締りの実施
イ 取締情報や横断歩道における歩⾏者優先義務に係る広報の実施

(2) 夜間における対策
反射材の直接貼付活動の推進

ア 巡回連絡や街頭活動等を通じた直接貼付活動の実施
イ 反射材着用意識の醸成（同居の家族に対する働きかけ）

(3) 道路環境対策
横断歩⾏者保護を⽬的としたハード⾯対策の推進

ア 下り坂に設置された横断歩道対策
イ 通学路の横断歩道対策

茨城県警察本部

発
生
件
数(

件)

64 63 64 64 71
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平成30年 令和元年令和２年令和３年令和４年
発生件数（件） 64 63 64 64 71
死者数（人） 2 5 6 3 2

高齢者

15人

65.2%

65歳未満

８人

34.8%

通学路の横断歩道対策横断歩道対策反射材の直接貼付横断歩⾏者妨害の
指導取締り

着用あり
1人,2%

非着用
41人,98%

前方不注意等
28人,93%

動静不注視

2人,7%

夜
58%

昼
42%

反射材着用の
有無事故原因
42人30人

独居・同居世帯の割合

夜間死者２３人中・・・独居５人、同居１８人
（内 高齢死者１５人中・・・独居３人、同居１２人）

※死者の約８割が同居世帯

死者の年齢構成



８

茨城県警察本部

令和５年６月16日

梅雨前線による大雨及び台風第２号に係る県警察の対応について

１ 気象警報の発表状況

(1) 大雨警報 6/2（金）14:40 ～ 6/3（土）14:46 39市町村

(2) 洪水警報 6/2（金）16:19 ～ 6/4（日） 1:10 25市町村

２ 被害状況等（6/13 16:00現在）

(1) 人的被害

軽傷５名（龍ケ崎市１、牛久市１、行方市２、鉾田市１）

(2) 建物被害

床上浸水474棟（436棟 、床下浸水311棟（166棟））

※ ( )内は取手市、空き家店舗など非住家被害を含む。

３ 避難状況（6/13 16:00現在）

(1) 避難情報等の発令状況（6/2～6/4）

避難指示 20市町村 対象世帯72,993世帯 159,762名

(2) 避難所開設（6/2～6/12）

34市町村 138か所 213世帯 避難者数364名

※ 6/12、全ての避難者が退所

４ 主な警察措置

(1) 警備体制

警備部長を長とする災害警備対策室

(2) 交通対策

冠水道路等の交通規制を実施（県内45か所）

(3) 県警ヘリによる情報収集・映像配信

県警ヘリ「ひばり」が撮影した被災地映像を県警災害警備対策室へ配信

(4) その他（取手市双葉地内における浸水に伴う対応）

ア 取手署第二機動隊員等が双葉地内での交通規制を実施

イ 住民避難先である「取手グリーンスポーツセンター」において被災者支援を

実施

ウ 双葉地内の浸水地域における防犯パトロールの実施

(5) 警察による救助等

消防と連携を図りながら、浸水家屋・水没車両からの救助、崖崩落に伴う避難

誘導を実施



大規模災害対策・大規模⾏事の開催に向けた警備諸対策

９
令和５年6月16日

２ 大規模⾏事の開催に向けた警備諸対策

(1) 警備体制の構築
・ 警備部参事官を⻑とする総合警備対策室の発⾜

(2) 警衛・警護の徹底
・ 警護対象者等との連携
・ 銃器攻撃への対処等を含めた実践的かつ高度な訓練

(3) 警戒警備の強化
・ テロ関連情報を幅広く収集・分析
・ ⼤規模集客施設や公共交通機関等に対する警戒警備を強化

(4) 関係機関・団体との連携
・ 海上保安庁や税関等との合同訓練
・ 爆発物の原料となり得る化学物質を取り扱う事業者に対するロー

ルプレイング訓練
・ 重要インフラ事業者等に対するサイバー攻撃を想定した共同対処

訓練
(5) 総合的な交通対策の推進

・ ⼀般交通への影響に配慮した的確な交通対策

茨城県警察本部

１ 大規模災害対策

(1) 災害をめぐる情勢
・ 本年の主な災害発⽣状況
・ 懸念される主な⼤規模災害

(2) 平素からの備え
・ 各種教養・訓練を通じた職員の災害対処能⼒の向上
・ 自主防災組織等に対する防災講話や自主避難訓練の働きかけ
・ 高齢者宅を中⼼とした巡回連絡における啓発指導
・ 広報啓発動画の作成と拡散

⾈艇による救出救助訓練 ヘリによる救出救助訓練 銃撃事件を想定した警護訓練 海港からの密⼊国によるテロを想定した合同訓練

災害種別 内容

茨城県南部地震 県南・県⻄を中⼼に揺れや⽕災による被害

県北部の活断層による地震 県北の沿岸部で揺れによる被害

茨城県沖から房総半島沖の地震 県央から⿅⾏、県南にかけて液状化や揺れによる被害、沿岸部全域へ
の津波による被害

局地的な豪⾬による土砂災害 県内の土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域における被害



資 料 ２

令和５年６月1６日

県出資法人 事業実績・事業計画の概要
（公財）茨城県暴力追放推進センター

茨 城 県 警 察 本 部
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県出資法人 事業実績・事業計画の概要 

                              所管部局課 組織犯罪対策課 
 

１ 出資法人の概要 

 

① 法人の名称 公益財団法人茨城県暴力追放推進センター 

② 所 在 地 茨城県水戸市三の丸一丁目５番 38号 

③ 設立年月日 平成４年６月 16日 

④ 代 表 者 名 理事長 島 村  宏 

⑤ 基 本 財 産 804,311 千円 

⑥ 設 立 根 拠  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 32 条の３ 

⑦ 設 立 目 的 

・経 緯 

暴力団員による不当な行為を予防するための広報活動等を推進し，暴力

団員による不当な行為についての相談事業を行うとともに，暴力団員によ

る不当な行為の被害者の救援を行うこと等により，暴力団員による不当な

行為の防止及びこれによる被害の救済を図り，犯罪の防止又は治安の維持

を目的とする。 

⑧ 組 織 

役職員数 理事８人 監事２人 常勤職員５人  

組織機構（課所単位まで） 

 

 

⑨ 出資状況 

 

 

（上位５団体，出資者名，金額，割合） 

１ 茨城県 300,000 千円（37.3％）  ２ 水戸市  7,734 千円（１％） 

３ 日立市  6,450 千円（ 0.8％）  ４ つくば市 5,240 千円（0.7％） 

５ 古河市  4,620 千円（ 0.6％） 

⑩ 資 産 状 況 
(令和 5 年 3 月末現在) 

 

 

                           （単位：千円） 

 金   額 摘    要 

流 動 資 産 

固 定 資 産 

    6,342 

843,680 

現金預金，未収金，前払金 

基本財産，特定資産，その他 

資 産 合 計 850,022  

流 動 負 債 

固 定 負 債 

461 

0 

未払金，預り金 

 

負 債 合 計 461  

正 味 財 産 849,561  
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２ 令和４年度事業実績 

(1) 事業内容 

ア 広報啓発事業 

○ 広報啓発活動 

    ・  暴追センターのホームページに不当要求防止責任者講習実施予定、暴力追放茨城

県民大会開催予定、暴力団関係事件発生状況等を掲載 

  ・ 暴追センター機関誌「暴追茨城」（76号）の発行 

  ・  リーフレット「暴追センターをご存じですか」、ポスター「暴力団追放」及びカレ

ンダーを関係団体、各種事業所等に配布 

  ・ 暴追センターの相談事業、暴追県民大会開催等についてラジオスポット放送によ

り広報実施    

○ 視聴覚教材の貸出 

   事業所・関係機関等に対し、暴追センター備付けの暴排ＤＶＤ等の貸出 

○ 暴力団排除意識の高揚 

令和４年 10 月 20 日、暴力団排除意識の高揚と浸透を図るため、ザ・ヒロサワ・シ

ティ会館大ホールにおいて「令和４年暴力追放茨城県民大会」を開催 

暴力団排除団体関係者等約 750 名が参加 

イ 相談・助言事業                                     

○ 暴力団員による不当な行為の被害者等からの相談 

   常勤相談委員４名、非常勤相談委員８名の合計 12 名の相談委員体制により、民事、

刑事を問わず暴力団に関する相談を受理し、問題解決に努めた 

   令和４年度の相談受理件数は 760 件 前年度比－63件（－7.6％）の減少 

○ 暴力団事務所付近住民等からの相談 

   令和４年度の暴力団事務所付近住民等からの相談はなし 

○ 少年からの相談 

相談事業等を通じて少年に対する暴力団組織への加入強要、勧誘等被害防止対策の

指導を実施 

少年からの相談はなし 

 ○ 暴力団離脱希望者からの相談 

   暴力団組織からの離脱者、離脱希望者からの離脱相談、就労相談等に対し警察など

と連携し支援を実施 

○ 研修会等への講師の派遣 

   各地域，職域の暴力団排除活動団体等が主催する研修会等へ講師を派遣し、暴力団

員からの不当要求による被害等を防止するための講話を実施 

   令和４年度は以下に記載のとおり 12 回、649 名に対し対応要領等を指導 

・ 茨城租税債権管理機構新人職員研修会      （R4.4.6 水戸合同庁舎 15 名） 

・ 茨城県銀行警察連絡協議会総会        （R4.5.20 茨城県産業会館 23 名） 

・ 茨城県公共料金等暴力対策協議会代表幹事会 （R4.6.21 東京電力茨城総支社 13 名） 

・ 生命保険協会茨城県協会不当要求防止責任者研修会 （R4.9.8 京成ホテル 30 名） 

・ 茨城県少年指導委員ブロック別研修会 （R4.10.27 神栖市平泉コミセン等 428 名） 

・ 茨城県銀行警察連絡協議会運営委員会    （R4.11.15 茨城県産業会館 21 名） 

・ 茨城県公共料金等暴力対策協議会会員研修会 （R5.1.23 ザ・ヒロサワ・シティ会館 35 名） 

・ 茨城県損保警察連絡協議会総会   （R5.2.6 フェリベールサンシャイン 35 名） 

・ 茨城県警備業協会暴力団対策協議   （R5.3.24 ホテルザウエストヒルズ 15 名） 

  ウ 助成・貸付事業 

○ 被害者見舞金 

     「公益財団法人茨城県暴力追放推進センター被害者見舞金支給規程」による支給該当

者はなし 

○ 民事訴訟費用貸付 

     「公益財団法人茨城県暴力追放推進センター貸付金規程」による貸付該当者はなし。 

○ 暴力団追放活動支援金 
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   「公益財団法人茨城県暴力追放推進センター暴力団排除活動支援金支給規程」に基づ

き、茨城県弁護士会民事介入暴力対策委員会に対し、支援金を支給 

   ○ 離脱者雇用給付金 

   「公益財団法人茨城県暴力追放推進センター暴力団離脱者雇用給付金支給規程」によ

る支給該当者はなし 

エ 講習・研修事業 

○ 不当要求防止責任者講習 

   令和４年度は、44 回、受講者 1,350 名に対し実施（前年度比＋13 回、＋579 名） 

○ 少年指導委員に対する研修 

   茨城県少年指導委員に対するブロック別研修会が３回開催され、少年指導委員 428

名に対して、少年に対する暴力団からの被害防止等について講話を実施 

オ 調査・資料収集事業 

  暴追センター職員の人材育成及び能力開発のため、各種研修会等に参加 

○ 研修会等への参加 

・ 暴力追放相談委員及び不当要求防止責任者講習担当者研修（R4.4.21 オンライン参加） 

・ 民事介入暴力対策全国拡大協議会沖縄大会     （R4.5.13 オンライン参加） 

・ 関東管区内暴力追放推進運動連絡協議会総会      （R4.9.12 管区警察局） 

・ 全国専務理事・事務局長等研修会       （R4.9.15 東京ガーデンパレス） 

・ 関東弁護士連合会民暴関連委員会正副委員長会議  （R4.9.20 オンライン参加） 

・ 茨城県被害者支援連絡協議会総会            （R4.10.12 県庁講堂） 

・ 民事介入暴力対策・暴追高知大会             （R4.11.18 高知県） 

・ 全国暴力追放運動中央大会              （R4.11.24 明治記念館） 

・ 関東弁護士連合会民暴研修会             （R4.12.27 弁護士会館） 

 ○ 警察、弁護士会との三者(民事介入暴力対策)協議会の開催                         

   令和４年度の三者協議会は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため中止 

○ アンケート調査の実施 

   不当要求防止責任者講習の際に、受講者に対し、過去における暴力団員からの不当

要求行為や被害の状況、暴追センターに対する要望等についてのアンケート調査を実

施 

アンケート結果は８月発行の暴追センター機関誌「暴追茨城」（76 号）に掲載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 4 -

(2)  収支状況 

    財団法人の場合    株式会社の場合 

      ↓          ↓                   (単位：千円) 

  金  額 摘    要 

基 本 財 産 運 用 益 

受 取 会 費 

受 取 補 助 金 等 

事 業 収 益 

そ の 他 の 収 入 

営 業 収 益 

 

営 業 外 収 益 

12,758 

9,180 

0 

3,069 

0 

基本財産受取等 

賛助会員受取会費 

 

責任者講習事業収益 

 

経 常 収 益 計 ① 経 常 収 益 計 ① 25,007  

事 業 費 

管 理 費 

営 業 費 用 

営 業 外 費 用 
19,240 

6,815 

人件費、消耗品費、印

刷製本費等 

経 常 費 用 計 ② 経 常 費 用 計 ② 26,055  

当 期 経 常 増 減 額 ③ 

（①－②） 

経 常 利 益 ③ 

（① ②） 
▲1,048  

経 常 外 収 益 計 ④ 特 別 収 益 計 ④ 0  

経 常 外 費 用 計 ⑤ 特 別 損 失 計 ⑤ 0  

当 期 経 常 外 増 減 額 ⑥ 

（④－⑤） 

税 引 前 当 期 純 利 益 ⑥ 

（② ④－⑤） 
0  

法 人 税 等 ⑦ 法 人 税 等 ⑦ 0  

当期一般正味財産増減額 

（ 当 期 利 益 ） ⑧ 

（③＋⑥－⑦） 

当 期 純 利 益 

⑧ 

（⑥－⑦） 

▲1,048  

正 味 財 産 期 首 残 高 ⑨ 前 期 繰 越 損 益 ⑨ 859,959  

当期指定正味財産増減額

⑩ 
― ▲9,350 基本財産評価益 

正 味 財 産 期 末 残 高 ⑪ 

（⑧＋⑨＋⑩） 

当期末未処分損益累計⑩ 

（⑧＋⑨） 
849,561  

(3) 補助金等の受入状況 
(単位：千円) 

 金  額 摘    要 

出 資 金 9,180 賛助会員受取会費 

補 助 金 0  

委 託 金 3,069 責任者講習事業収益 

貸 付 金 0  

損 失 補 償 限 度 額 

年 度 末 残 高 
0  
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３ 令和５年度事業計画 

  県警察、関係行政機関及び暴力団排除組織・団体等と連携し、県民一体となった暴力団排

除活動を展開して、暴力のない安全で住みよい茨城県の実現に向け、次の事業活動を推進す

る。 

(1) 事業内容 

ア 広報啓発事業  

○ 広報啓発活動の推進 

 ・ 広報啓発資料の作成と活用 

   効果的な暴力団排除活動を推進するため、広報用暴追ティッシュ、暴排ポスタ

ー、チラシ、カレンダー等を作成配布し、広報啓発を実施する。 

・ ホームページによる広報 

ホームページの内容を随時更新し充実を図り、暴追センターの概要と事業内容の 

紹介、暴力団等反社会的勢力と対策の紹介、不当要求防止責任者講習の予定掲示等

情報配信を行う。 

・ 機関誌等の発行 

暴追センターの活動状況、事業内容を紹介したチラシや、機関誌「暴追茨城」を 

作成し、関係機関、賛助会員等に配布する。 

・ ラジオスポット放送の活用 

茨城放送のスポット放送を活用し、暴追センターの事業内容、暴追大会日程等に 

ついての広報を実施する。 

○ 視聴覚教材の無料貸出 

暴力団等による暴力的要求行為の業種別特徴とその対応要領や、個人に向けた不当

要求行為への対応要領等を紹介したＤＶＤ等を取り揃え、企業、行政機関、暴力団排

除活動団体等の要請に応じて無償で貸出を行う。 

○ 暴力追放県民大会の開催 

  県民に広く暴力団排除意識の高揚を図るため、「令和５年暴力追放茨城県民大会」を

茨城県、県警察との共催により開催する。 

イ 相談・助言事業 

○ 暴力団員等による不当な行為に関する被害者等からの相談 

暴力団員等による不当な行為全般に関する相談に応じ、問題解決のための助言・指

導を行う。 

○ 暴力団事務所付近住民等からの相談 

暴力団事務所の使用により、付近住民等の生活の平穏又は業務の平穏が害されるこ

とを防止するための住民等による暴力団排除活動の支援事業を行う。 

○ 少年からの相談 

暴力団員の影響を受け、又は受けるおそれのある少年・保護者等からの相談の受理

及び生活指導・助言等を行う。 

○ 暴力団離脱希望者からの相談 

暴力団離脱希望者からの相談受理及び暴力団離脱のノウハウの教示、就労の相談・

雇用企業の確保並びに社会復帰のための助言等を行う。 

○ 研修会等への講師の派遣 

行政機関をはじめ、地域・職域における暴力団員による不当な行為の防止のために

結成された組織等の研修会等へ講師を派遣し、不当な要求行為による被害を防止する

ための具体的な対応要領を助言・指導する。 

ウ 助成・貸付事業 

○ 被害者見舞金 

茨城県内で発生した暴力団員による不当な行為の人的被害及び物的被害に関して、

被害の程度に応じて 10万円を限度として見舞金を支給する。 

○ 民事訴訟費用貸付 

        暴力団員の不当な行為による被害に関する民事訴訟、暴力団排除対策上必要と認め

られる組事務所明渡し等の民事訴訟及び財産的被害修復の費用について、100 万円を
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限度として無利子の貸付けを行う。 

○ 暴力団追放活動支援金 

地域・職域の暴力団追放運動組織の活動に要する経費について、10 万円を限度とし

て支援金の支給を行う。 

○ 離脱者雇用給付金 

暴力団離脱者を雇用した事業者に対して、５万円を限度として雇用給付金を支給す

る。 

エ 講習・研修事業 

○ 不当要求防止責任者講習 

        茨城県公安委員会からの委託を受けて、各事業所、官公庁等から選任された不当要

求防止責任者に対し、県内各地での講習会及びオンラインによる講習会を実施する。 

        受講者の地域、職域別に対応する講習内容に努め、アンケート結果や県警察からの

情報提供を踏まえ、最新の暴力団情勢に沿った講習を実施する。 

○ 少年指導委員に対する研修 

        少年指導委員が少年に対する暴力団の勧誘や加入強要等の不当な行為の予防活動に

必要な知識を養うため、最新の暴力団情勢、少年に対する暴力団の影響の実態、不当

な行為の対応要領等についての研修を実施する。 

オ 調査・資料収集事業 

暴力団員による不当な行為の予防に関する知識の普及及び暴排思想の高揚を図るため

の広報啓発並びに地域・職域における暴力団員による不当な行為の防止活動が効果的に

実施されるために必要な調査、資料収集を行う。 

調査・資料収集にあたっては、全国暴力追放運動推進センター、弁護士会等が主催す

る研修会への参加、県警察との情報交換、暴力団員による不当な行為に関するアンケー

ト等により、最新の暴力団情勢の調査・資料収集を行い、その内容を事業に反映させ

る。 
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(2) 収支計画 

  財団法人の場合    株式会社の場合 

↓          ↓                   (単位：千円) 

  金  額 摘    要 

基 本 財 産 運 用 益 

受 取 会 費 

受 取 補 助 金 等 

事 業 収 益 

そ の 他 の 収 入 

営 業 収 益 

 

営 業 外 収 益 

12,758 

9,300 

0 

3,679 

0 

基本財産受取配当金等 

賛助会員受取会費 

 

責任者講習事業収益 

受取利息等 

経 常 収 益 計 ① 経 常 収 益 計 ① 25,737  

事 業 費 

管 理 費 

営 業 費 用 

営 業 外 費 用 

18,887 

6,850 

人件費、消耗品費、 

印刷製本費等 

経 常 費 用 計 ② 経 常 費 用 計 ② 25,737  

当 期 経 常 増 減 額 ③ 

（① －②） 

経 常 利 益 ③ 

（① －②） 
0  

経 常 外 収 益 計 ④ 特 別 収 益 計 ④ 0  

経 常 外 費 用 計 ⑤ 特 別 損 失 計 ⑤ 0  

当 期 経 常 外 増 減 額 ⑥ 

（③ －⑤） 

税 引 前 当 期 純 利 益 ⑥ 

（④ ＋④－⑤） 
0  

法 人 税 等 ⑦ 法 人 税 等 ⑦ 0  

当期一般正味財産増減額 

（ 当 期 利 益 ） ⑧ 

（⑤ ＋⑥－⑦） 

当 期 純 利 益 

⑧ 

（⑥ －⑦） 

 

0 

 

 

正 味 財 産 期 首 残 高 ⑨ 前 期 繰 越 損 益 ⑨ 859,958  

当期指定正味財産増減額

⑩ 
― 0  

正 味 財 産 期 末 残 高 ⑪ 

（⑧＋⑨＋⑩） 

当期末未処分損益累計⑩ 

（⑧＋⑨） 
859,958  

(3) 補助金等の受入予定                          

 (単位：千円) 

 金  額 摘    要 

出 資 金 9,300 賛助会員受取会費 

補 助 金 0  

委 託 金 3,679 責任者講習事業収益 

貸 付 金 0  

損 失 補 償 限 度 額 

年 度 末 残 高 
0  
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